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例えば……地方自治法第74条は……

鯛74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下本編において「選挙権
を有する者」という。）は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつ
て、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例（地方税の賦課徴収並びに分担金、使用
料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の制定又は改廃の請求をすることができる。〔以下略〕

展

国直接請求手続の概要(1) (地自 74-88) *

(1) 請求手続の流れ
且l 条例の制定・改廃の請求（地自74-74の 4)
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固 事務監査の請求（地自75)
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本書の特長

●図表により重要な制度を一覧できるレイアウト！
●解説＋根拠条文で条文へのアプロ ーチが容易！
●解説の重複を避け享立体的・多面的に解説！
●法律学的な解釈論より制度の概要の鳥鰍が可能！
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主な改訂のポイント

●平成27年の公職選挙法の一部改正に伴い、
選挙権が年齢18歳以上に引下げ

●平成26年の行政不服審査法の全部改正に伴い、
行政不服申立制度が変更

地方自治法

総 則

地方公共団体の区域

住 民

選 挙

条例及び規則

議 会

地方公共団体の長

議会と長との関係

委員会及び委員

議会・執行機関に共通な事項

地域自治区

給与その他の給付

財 務

公の施設

国と地方公共団体との関係及び
地方公共団体相互の関係

大都市に関する特例及び補則

特別地方公共団体

総 括

地方公務員法

総 則

人事機関

任用及び職階制

勤務条件

分限及び懲戒

東京法令出版

服 務

福祉及び利益の保護

職員団体

補 則

地方公営企叢法

行政法

※ =14訂で補正した項目
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